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セーフティネット保証４号と５号が発動しています。

セーフティネット保証４号・５号は銀行や信用金庫などの
民間金融機関から受けられる信用保証付融資のことを指す。

あくまでも保証なので決してお金をタダでもらえる制度ではなく、
中小企業者の資金繰りをサポートしてくれる融資の制度になります。

具体的に言うと、銀行から融資を受けており、
その返済が万が一できなくなった際、信用保証協会が
その返済を一旦肩代わりしてくれるという制度なのです。

つまり、通常だと銀行側が貸付したとして、もし貸倒れが発生した際に、
リスクを追わないといけないものを、今回は、信用保証協会が肩代わりしてくれる。
という制度で、銀行側としては、リスクなく貸付ができるため積極的に協力してくれる。
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大カテゴリ
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新型コロナの影響で売り上げがどのくらい減少したかによって、４号と５号どちらを利用できるか
がまず決まるのですが、直近1ヶ月の売上高が前年同月の売上高と比較して5％以上減少した場合は
セーフティネット保証５号、20％以上減少した場合はセーフティネット保証４号が適用されます。

セーフティネット４号は対象が指定地域に対して発動されるのに対して、
セーフティネット５号は指定業種に対して発動されます。

セーフティネット保証４号では、一般枠とは別枠で借りるお金の100％を信用保証協会が保証して
くれるというもの。それに対してセーフティネット保証５号では一般枠とは別枠で借りるお金の
80%を信用保証協会が保証してくれます。

取得方法は、事業所所在地の市区町村地方が発行する認定書を取得できます。
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セーフティネット保証枠と併せてセーフティネット４号の要件を満たしている場合は、
危機関連保証からの融資申込みすることが望ましい。

おおよそ、危機関連保証は、セーフティーネット４号を利用した「民間金融機関による信用保
証融資」で、最大で月売上平均の５０％くらいまで出してもらえるとも言われている。

ただ、実際には、３ヶ月～４ヶ月くらいに収まる事が多いと言われている。

※信用保証協会を使用したことがある場合、信用保証協会での面談がパスされることがある。
※申請～支給までに、大体１ヶ月程度。
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「特別枠（類型B又は類型C）」の補助率の引き上げ

令和2年度補正予算で創設した「生産性革命推進事業」の特別枠のうち、業種毎の感染拡大
予防ガイドライン等で推奨されている、類型B（非対面型ビジネスモデルへの転換）と類型C
（テレワーク環境の整備）への投資が一定水準（補助対象経費の6分の1以上）の場合は、
補助率を2／3から3／4へ引き上げます。

（特別枠の対象事業の類型）
類型A サプライチェーンの毀損への対応補助率 2／3
類型B 非対面型ビジネスモデルへの転換補助率 2／3 → 3／4
類型C テレワーク環境の整備 補助率 2／3 → 3／4

１５０万円以上の補助対象となる事業費に対し、１００万円を補助。
１５０万円未満の場合は、その２／３の金額を補助。
事業再開枠は、類型A～Cのオプションとして活用を認め、上限50万円、総補助額の50％まで
とする。
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